
神奈川県職員等の皆様へ

代理店： 神奈川県厚生福利振興会 保険コーナー（株式会社バリュー・エージェント）

傷害補償

個人賠償責任

ホールインワン・
アルバトロス費用

携行品

医療補償

介護補償

がん補償

補償内容

団体保険期間： 令和7年10月1日午後４時から令和8年10月1日午後４時まで１年間

加入者保険期間： 加入者保険期間開始日の午前０時から令和8年10月1日午後４時まで

団体総合生活保険
神奈川県職員の
皆様だから

団体割引 ％20
損害率による割引 ％０

適用

令和7年10月1日〜令和8年8月31日

http:/ezoo.jp/ds5/A001009A000125102506 

最大約

保険料が

大好評

％OFF20

＜一時払＞

＜月払＞ http:/ezoo.jp/ds5/A001010A000125102506 ＜一時払＞ ＜月払＞



※ このチラシは団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「お手続きサイト」掲載の[重

要事項説明書]をよくお読みください。 「重要事項説明書」には、ご加入または更新される保険の商品内容をご理解いただくた

めに特に重要な情報、および、お客様にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載しております。ご不明な

点等がありましたら、お問い合わせ先までお問い合わせください。団体総合生活保険の内容等については、上記ＵＲＬ内「お手

続きサイト」にてご参照できます。

※ 「お手続きサイト」に記載の個人情報については、東京海上日動および東京海上グループ各社が取り扱う保険商品等の各

種商品・サービスのご提供・ご案内をするために利用させていただくことがあります。東京海上グループ各社の範囲、東京海上日

動および東京海上グループ各社における個人情報の取扱い等については、東京海上日動のホームページ

（http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/）をご参照ください。

※ 保険の対象となる方またはその家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複すること

があります。

※ 退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合、資本関係の変更等により系列会社でなくなった場合等には、そのご

加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

事故時の連絡先等は以下のURLから保険期間中い
つでも参照できます。アクセスには加入者証券番号が
必要となります。

「認証キーワード」欄に加入者証券番号を入力してくだ
さい。

（一時払）
http://ezoo.jp/ds6/A001009A000125102506 

（月払）

http://ezoo.jp/ds6/A001010A000125102506

【代理店】

株式会社バリュー・エージェント

〒232-0016

横浜市南区宮元町1-21-15

ＴＥＬ：045-716-0002

07E1-GN01-B16066-202410

【保険会社】

東京海上日動火災保険株式会社

横浜中央支店 金融公務

〒220-8565

横浜市西区みなとみらい3-6-4

みなとみらいビジネススクエア6階

ＴＥＬ：045-224-3519

一時払：http:/ezoo.jp/ds5/A001009A000125102506

月払  ：http:/ezoo.jp/ds5/A001010A000125102506 に今すぐアクセス！

＊画面イメージはPCでお手続きした際の一例であり、実際の画面とは異なる可能性があります。

「@d1.tmnf.co.jp」

【募集団体】

神奈川県厚生福利振興会 保険コーナー

（担当：宮本・高木・伊勢）

〒231-8320

横浜市中区山下町1番地シルクセンター6階

ＴＥＬ：045-681-1803

一時払 月払
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